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出産のハードルを上げる高額な教育費負担 

～女性の就労促進による世帯所得の拡大が必要～ 

経済調査部 柵山 順子 

         
（要旨） 
○日本の教育費の家計負担をみると、ＯＥＣＤ平均のおよそ２倍と非常に高い。教育費など（授業料、

塾代、給食費など）の手取り収入に占める割合をみると、子どもが公立学校に通い父が正規雇用者だ

ったとしても中学高校時代は教育費の割合は 10％前後となり、大学進学時は 15％を越える。父が非正

規雇用者の場合は、高校大学時代にコンスタントに 20％を上回る。 

○出産を阻む要因として、経済的負担の大きさは他を大きく引き離しての１位に挙げられる。こうした

点から考えると、今春から始まった子ども手当や高校授業料支援策は、ニーズにマッチしたものであ

ると考えられ、評価されよう。例えば、高校授業料支援策は、子どもが公立高校に進学した場合、父

が正規雇用者で 2.0％ｐ、非正規雇用者の場合で 4.5％ｐ程度負担率を押し下げる効果があり、一定の

効果は見られる。しかし、こうした支援を考慮しても、比較的余裕があるとみられる父正規雇用者・

子公立タイプでさえも子どもを二人持つのはかなりの高負担である。 

○一定の仮定をおくと、教育費問題の解消は合計特殊出生率を 0.17ｐ程度上昇させる。仮に 2009 年の

1.37 から 0.17ｐ回復するとすれば 1.54 となり、1990 年の水準に等しくなる。もちろん、一つの問題

が解消すればすぐにその分出生数が増加するというほど単純な問題ではなく、試算結果については幅

を持ってみる必要があるが、教育費が高負担であることは出産にとってこれほど大きな障害となって

いるのだ。 

○しかし、日本の財政状況を考えると十分な追加支援を行うことは難しい。そのため、妻の就労を支

援し、分母である世帯の合計所得を増やすことが家計の教育費負担率引き下げの解決策となろう。

出生数に関係が深いと考えられる30代有配偶女性の多くが小規模企業で働いていることを考える

と、中小企業での育児休業制度整備に向けた支援が有効だと考えられる。少子化対策には、教育費

負担という面からみても、女性が出産を経ても社会復帰が容易であり、各家庭にとって育児と仕事

の両立が容易であるような社会制度作りが重要である。 

 

 

１．開始された各種子育て支援 

 2005年、我が国は1899（明治32）年に人口動

態の統計をとり始めて以来、初めて総人口が減

少に転じ、出生数は106万人、合計特殊出生率

は1.26と、いずれも過去 低を記録した。少子

化問題は、社会保障や財政の持続性を揺るがす

原因となる大きな問題である。そのため、昨年

の衆議院選挙で勝利した民主党政権も早々に

少子化問題への対応を検討するワーキングチ

ームを立ち上げ、今年１月には「子ども・子育

てビジョン」を策定した。その中で、子どもを

社会全体で支えるとともに、教育機会の確保を

保障することを目的として、子ども手当の支給

や高校授業料の支援を挙げ、今春よりこうした

経済面での支援策が実施されている。本レポー

トでは、こうした支援により、教育費用、子育

て費用がどの程度軽減されるのかを確認し、少

子化対策としての効果、残された課題について

検討していきたい。 
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２．国際的に見ても高い日本の授業料

家計負担 

 日本の教育費の家計負担をみると、世界的に

も非常に高い。ＯＥＣＤの調査によると、日本

の教育費の対ＧＤＰ比は 5.0％とＯＥＣＤ平均

の 5.8％を下回る（資料１）。しかし、内訳をみ

ると、政府などの公的支援が少なく、家計負担

の割合が高い。日本の家計の教育費負担は

1.7％と、ＯＥＣＤ平均の２倍以上になっている。

初等中等段階（小学校～高校）においては、Ｇ

ＤＰに対する家計の教育費負担割合はＯＥＣＤ

平均をやや上回る程度であるが、保育園、幼稚

園などの就学前教育段階や大学、短大などの高

等教育段階ではＯＥＣＤ平均の 2.5 倍にもなる

（注１）。 

 実際にどの程度の学校教育費（授業料、入学

金など）がかかるのかを文部科学省の「子ども

の学習費調査」からみると、公立であったとし

ても小学校時代は年間５万円程度、中学で 15

万円、高校になると 35 万円（授業料支援は考慮

せず）と徐々にその負担が大きくなってくる。

ましてや私立となると、小学校が 80 万円、中学

校で 95 万円、高校で 80 万円と高負担が続く（資

料２）。さらに、公立だからといって安心はでき

ない。上記の授業料などに加えて、小学校まで

はおけいこごと、中学、高校時代には学習塾の

費用がかかってくることが多い。公立中学３年

生の年平均学習塾費など(塾＋家庭教師)は 30

万円を超えており、授業料とあわせるとその負

担額は毎月４万円にものぼる（資料３、資料４）。 
（注１）日本はＯＥＣＤ諸外国と比べても少子化が進ん

でおり、人口に占める子どもの割合は低い。そ

の点を考えると、教育費総額ではＯＥＣＤ平均

レベルの初等中等教育段階においても、子ども

一人当たりの家計負担で見ればＯＥＣＤ平均を

上回っているとみられる。 
 

 

資料１ 教育費がＧＤＰに占める割合          資料２ 授業料、入学金の推移 

   （全教育段階、2006 年時点、％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）ＯＥＣＤ「図で見る教育 2009 年版」         （出所）文部科学省「子どもの学習費調査 2008」 
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（出所）文部科学省「子どもの学習費調査 2008」           （出所）文部科学省「子どもの学習費調査 2008」 
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資料６ 子ども手当と高校授業料支援の影響 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）文部科学省「子どもの学習費」、厚生労働省「賃金構造 

調査」などから筆者作成 
    

３．非正規雇用者では子ども一人でも高

負担 公立教育費総額が手取り収入に占める割合
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高校授業料支援策などの影響を考慮すると、

公立の場合、父が正規雇用者で 2.0％ｐ、非正

規雇用者の場合で 4.5％ｐ程度負担率を押し下

げる効果があり、一定の効果は見られる。しか

し、なお父が非正規雇用者の場合には 15％程度

の負担となっており、かなりの高負担であるこ

とに違いはない（資料６）。 
（注２）家計の手取り収入の試算には、賃金は賃金構造

調査の全産業全規模計の正社員と正社員以外を

使用、給与所得控除、社会保険料控除、基礎控

除、配偶者控除、所得税、住民税を考慮し、手

取り収入は年収－（社会保険料+所得税+住民税）

とした。子どもは父が 30 歳のときに第一子が生

まれるとした。 

 

 

４．子育て費用が高額、高負担なこと

が出産へのハードルを上げている  

資料５ 教育費が手取り収入に占める割合 

（各種支援考慮前）            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）文部科学省「子どもの学習費」、厚生労働省「賃金構造 

調査」などから筆者作成 
    

国立社会保障・人口問題研究所の「第13回出

生動向基本調査」によると、既婚夫婦が考える

理想の子ども数が2.48人なのに対して、予定し

ている子ども数は2.11人だった。理想より予定

が下回る夫婦に聞いた理想の子ども数をもたな

い理由として１位にあげられたのが「子育てや

教育にお金がかかりすぎるから」で、全体の

65.9％が理由としてあげ、他を大きく引き離し

ての１位だった（資料７）。 
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資料７ 理想の子どもを持たない理由 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所 

「第 13 回出生動向基本調査」    
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内閣府の「少子化社会対策に関する子育て女

性の意識調査（Ｈ20）」においても、必要とされ

る少子化支援策の１位は「経済的支援措置」で

72.3％、２位の保育所整備（38.1％）を大きく

上回っている。 

こうした点から考えると、今春から始まった

子ども手当や高校授業料支援策は、ニーズにマ

ッチしたものであると考えられ、評価されよう。

しかし、こうした支援を考慮しても、比較的余

裕があるとみられる父正規雇用者・子公立タイ

プでさえも中学以降は５％超、高校では10％弱

の負担となっており、理想の子ども数を持つの

は家計にとって依然かなりの高負担である。 

ここで、教育費など子育て費用の問題が解消

した場合に、どの程度出生率の上昇が見込める

のか考えてみたい。今後の出生率動向に対して

影響が大きく、かつサンプル数がある程度安定

している25－39歳の既婚女性についてみてみる

と、理想子ども数は2.42人であるのに対して、

予定子ども数は2.12人であり、その差は0.3人で

ある。理想の子ども数を持てない理由として、

教育費などの問題を挙げた同年代の人の割合は

77.4％であった。そこで、教育費問題が解消し

た場合に、0.3人×77.4％＝0.22人出生数が増加

するとすれば、合計特殊出生率を0.17ｐ程度上

昇させることが出来る。仮に2009年の1.37から

0.17ｐ回復するとすれば、合計特殊出生率は

1.54となり、1990年の水準に等しくなる。もち

ろん、一つの問題が解消すればすぐにその分出

生数が増加するというほど単純な問題ではなく、

試算結果については幅を持ってみる必要がある

が、教育費が高負担であることは出産にとって

これほど大きな障害となっているのだ。 

 

５．妻の就労形態が子どもの数に深く関

係 

 これまで見てきた通り、日本においては教育

費の家計負担が大きいことが出産の一つのハー

ドルとなっており、今春から開始された各種支

援制度は家計のニーズにあったものであるが、

その規模はまだまだ不十分である。しかし、日

本の財政は先進国の中で 悪の状態にあり、理

想とされる2.48人分の子育て費用の負担が容易

になるほどの追加所得支援を行うことは難しい。

となると、家計の負担感を下げるには、妻の就

労を支援し、分母である世帯の合計所得を増や

すことが現実的な解決策となろう。上述の教育

費負担について共働きとなった場合の教育費負

担率をみてみる。ここでは子どもが２人いる設

定にしているが、子どもが公立の学校に進学す

れば、夫婦ともに正規雇用者の場合には 高で

も10％強までしか高まらない。両親共に非正規

雇用者であった場合でも高校や大学の入学金援

助があれば20％以内の負担で収まる（資料８、

資料９）。 

 

 

 

 

資料８ 公立教育費が手取り収入に占める割合        資料９ 私立教育費が手取り収入に占める割合 

   （共働き、子二人、支援あり）               （共働き、子二人、支援あり） 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）文部科学省「子どもの学習費」、厚生労働省「賃金構造調査」  （出所）資料８に同じ 
    などから筆者作成 
（注）グラフ下のメモリは第１子の教育段階、「大学２」は第２子の大学入学。 
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国立社会保障・人口問題研究所の「第13回出

生動向基本調査」で、理想の子どもの数を持た

ない理由について妻の就労状況別にみると、妻

が正規雇用者の場合にはその他の場合と比べる

と教育費など子育て費用が高額であることを理

由とする割合は低い（資料10）。また、結婚期間

が０－９年の夫婦について、予定する子どもの

数をみても、妻が正規雇用者である場合はパー

ト・アルバイトである場合や派遣・契約社員で

ある場合に比べて予定する子どもの数は多い

（資料11）。 

６．特に中小企業での育児支援策整備が

必要 

 女性の社会進出は進んできており、いわゆる

Ｍ字カーブもかなり緩和されてきたが、それは

晩婚化、非婚化の影響であり、有配偶女性の労

働力率上昇幅は限定的である。中でも子どもが

いる女性の就労状況は意外なほどに好転してい

ない。厚生労働省の「21世紀成年者縦断調査」

でみると、第１子出産前後で同一就業を継続し

ていた人は2002年に53.2％だったものが、2008

年時点では41.2％とむしろ低下している。非正

規雇用者に至っては、継続率は18.2％と非常に

低い。退職の理由についてみると、出産前が正

規雇用者だったものについては休職制度などの

未整備が、非正規雇用者だったものについては

制度の未整備に加え、活用しにくい空気があっ

たことが挙げられている。 
 

資料 10 教育費が理由で理想数の子どもを生まない

と答えた人の割合 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）国立社会保障・人口問題研究所 

「第 13 回出生動向基本調査」    

厚生労働省の「平成21年度雇用均等基本調査」

によると、2009年度時点で育児休業制度の規定

がある事業所の割合は68.0％である。規模別に

みると、500人以上の大企業では99.7％とほぼ

100％である一方で、５－29人の小規模企業では

61.2％と規模間格差は非常に大きい。こうした

中、出産に近いと考えられる30代有配偶女性に

ついてみてみると、37％が常用雇用者として働

いているが、そのおよそ１／３が30人未満企業

で働いている。つまり、上述の休職制度の未整

備などの問題においては、中小企業における取

り組み強化が非常に重要なのである。現在、厚

生労働省や21世紀職業財団が代替要員を雇用し

た場合の支援金を出してはいるが、こうした結

果を見る限りでは支援が十分ではない可能性が

高い。具体的な問題点としては、その支援額も

さることながら、手厚い支援がなされるのは初

めての育児休業取得者が出た時に限られている

ことだ。この場合、二人目以降での企業負担の

増加を懸念し、休業制度整備へ二の足を踏む企

業も多いだろう。また、たとえ制度が導入され

ても、二人目以降は取得しにくい空気になるこ

とも懸念される。人口ボリュームの大きい団塊

ジュニアが来年から40代に突入し始めるなど、

少子化対策に残された時間はもうない。財政問

題、社会保障問題に対しても、少子化問題が与

える影響が大きいことを考えると、支援額の上

乗せや代替人員の紹介など、更なる支援の実施

を早急に検討する余地があるだろう。 
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資料 11 結婚期間 0-9 年夫婦 予定する子どもの数    

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）国立社会保障・人口問題研究所 

「第 13 回出生動向基本調査」    
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人口減少社会に突入したわが国において、将

来の労働力確保といった観点からは少子化対策

が非常に重要である。一方で、すでに人口減少

が不可避である現状をかんがみると、減少ペー

スを緩和するだけでなく、一人ひとりの労働者

の質の向上も重要な課題といえる。そういった

観点から見れば、高校をはじめとする高等教育

機関への進学を支援することは、ただ単に子育

て費用負担を緩和するという意味以上に重要で

あり、高校授業料支援策は評価できる。しかし、

支援後においても家計にとって教育費負担が重

いこと、負担感が軽くなるほどの追加的な財政

支出の実施は困難であることを考えると、こう

した直接的な所得支援制度だけではなく、同時

に女性の就労支援を実施し家計所得を増加させ

ることが必要である。女性が出産を経ても社会

復帰が容易であり、各家庭にとって育児と仕事

の両立が容易であるような社会制度作りが重要

である。 
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